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【第 198 回国会】平成 31 年４月 24 日（水）、第 12 回の委員会が開かれました。 

 

１ 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件（技能実習制度の運用に

関するプロジェクトチームの調査・検討結果） 

・山下法務大臣、門山法務大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行いました。 

（質疑者）黄川田仁志君（自民）、浜地雅一君（公明）、山本和嘉子君（立憲）、松田功君（立憲）、源馬

謙太郎君（国民）、山井和則君（国民）、藤野保史君（共産）、串田誠一君（維新） 

 

（質疑者及び主な質疑事項） 

 

黄川田仁志君（自民） 

 

（１） 技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームが行った調査・検討の目的及びその内容 

（２） 失踪事案に関する調査 

ア 本調査の具体的内容 

イ 最低賃金違反の有無の調査結果及びその調査方法 

ウ 本調査への協力を拒否した実習実施機関を今後、調査するための方策 

（３） 死亡事案に関する調査 

ア 死亡事案に関する調査の概要 

イ 日本人労働者と比べ技能実習生は労災死亡事故の割合が高いとの報道に対する法務省の見解 

（４） 同ＰＴにおいて行われた技能実習法の運用状況の検証結果の概要 

（５） 今後の運用の改善方策 

ア 失踪事案に対する初動対応の強化の具体的内容 

イ 今後、失踪事案及び死亡事案は全件について実地調査するのか否かの確認 

ウ 二国間取決めが作成されている国との通報等の現状と今後の運用の強化策及び二国間取決めが作

成されていない中国・インドネシアとの協議の進捗状況 

 

浜地雅一君（公明） 

 

（１） 失踪事案に関する調査 

ア 実地調査と電話・書面調査という２つの調査手法を用いた理由及びどちらの調査手法を用いるか

についての基準 

イ 保存期間満了などの事情により客観的資料がない場合の違反事項がないことの確認方法 

ウ 暴力等の被害の有無の確認方法 

（２） 新規入国後約１年経過時点の失踪率が新制度では低下している要因についての法務省の分析 

（３） 今後の運用の改善方策 

ア 聴取票の改定事項及び今後の聴取票の活用方法 

イ 今後予定している特定技能制度を参考とした省令改正の具体的内容 

（４） 調査結果の周知を含めた技能実習制度の適正化への取組に対する法務大臣の見解 

 

山本和嘉子君（立憲） 

 

（１） 技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームの調査手法 

   ア 本調査の調査手法を抜き打ち調査としなかった理由及び日程調整が折り合わなかった実習実施機

関に対して電話・書面調査に切り替えた理由 

   イ 本調査への協力を拒否した 113 機関に対するその後の調査の進捗状況 
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   ウ 現在は在籍する技能実習生がいない本調査への協力を拒否した実習実施機関に対する今後の調査

の実施予定の有無 

   エ 我が国に在留している失踪技能実習生に対してのみ再聴取を行い、帰国した失踪技能実習生に対

する再聴取を行わなかった理由 

   オ 監理団体による失踪技能実習生の帰国後の連絡先の把握の有無 

   カ 帰国した失踪技能実習生に対する二国間取決めに基づく調査の実施の可否についての法務大臣政

務官の見解 

キ 労働基準監督機関による実習実施機関に対する監督指導の概要 

ク 労働基準監督機関による実習実施機関に対する監督指導のための調査が抜き打ちで行われている

ことの確認 

ケ 労働基準監督機関による実習実施機関に対する監督指導において約７割に労働基準関係法令違反

が認められているのに対し、本調査においては新たに不正行為等が認められたのは約 14％と大きく

隔たりがあることについての法務省の認識 

コ 本調査と労働基準監督機関による実習実施機関に対する監督指導との連携の方法 

サ 労働基準監督機関から出入国管理機関へ通報した事案に対して出入国管理機関がとった措置につ

いての労働基準監督機関へのフィードバックの実施の有無 

シ 監理団体に問題がある事案が多い中、監理団体に対する調査を行わなかった理由 

ス 法務省内部の調査ではなく、第三者機関のよる調査又は第三者を含めた調査をすべきであったと

の意見に対する法務大臣の見解 

（２） 実習先に帰責性のある失踪技能実習生に対して新たな実習先を保障する仕組みを設ける必要性 

（３） 死亡事案に関する調査 

ア 技能実習生の死亡事案の網羅的な確認作業の具体的な方法及び死亡と技能実習との関連性を判断

した方法 

イ 過労死が疑われる事案に関し、勤務実態、職場環境及び居住環境についての調査の実施の有無 

ウ 死亡事案 171 件全てに上記イの調査を実施したのかどうかの確認 

エ 死亡事案の把握漏れの再発防止策として行うことが予定されている監理団体への指導の内容 

（４） 海外への技能移転を目的とした技能実習２号修了者が就労を目的とした特定技能制度に移行するこ

とが可能になったことで、技能実習制度が就労のための制度となりかねないことから、海外への技能

移転という目的を明確にして範囲を限定するなど、技能実習制度を見直すべきとの意見に対する法務

大臣の見解 

 

松田功君（立憲） 

 

（１） 開発途上国等への国際貢献を目的とした技能実習制度を我が国の人手不足解消のために利用してい

るとの指摘についての法務大臣の見解 

（２） 失踪事案に関する調査 

ア 聴取票を今後開示しないこととした理由 

イ 実態解明のために個人情報に当たる部分を除いて聴取票を開示する必要性 

ウ 実習実施機関に対する実地調査に当たり、事前に連絡することとした理由及びこのような調査方

法により入手した資料を正しいとする根拠 

エ 実地調査の日程調整ができない等のため、電話・書面調査に変更した件数 

オ セクハラやパワハラなどの人権侵害行為に関する調査の概要 

カ 人権侵害行為が認められた事案の具体的な証拠の内容及びこのうちセクハラ、パワハラ、暴力行

為があったとした件数 

キ 失踪技能実習生と実習実施機関の主張が食い違う場合や時間の経過により証拠が得られない場合

など、調査が困難な場合における確認方法 
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ク 協力を拒まれたため調査を行うことができなかった実習実施機関から、今後、技能実習計画の認

定申請や特定技能の在留資格に係る申請がなされた場合における実地調査の予告の有無 

ケ 協力を拒むような実習実施機関に対する早急な対応の必要性 

コ 本調査と外国人技能実習機構が行う定期的な実地検査との関係及び本調査の協力を拒んだ実習実

施機関に対する優先的な検査の実施の必要性 

サ 本調査で不正行為等が認められた 721 人について、在留特別許可を認めるなどの救済措置を採る

ことについての法務大臣の見解 

シ 実習先の不正行為により失踪した技能実習生に対する救済措置を真剣に検討すべきとの意見につ

いての法務大臣の見解 

 

源馬謙太郎君（国民） 

 

（１） 協力を拒否した機関や倒産・所在不明となった機関以外の実習実施機関において賃金台帳等の賃金

及び労働時間に関する客観的資料が入手できなかった理由並びに実地調査又は電話・書面調査を行っ

たにもかかわらず客観的資料が入手できなかった実習実施機関の数 

（２） 実地調査を行ったが賃金及び労働時間に関する客観的資料が入手できなかった理由は当該資料が破

棄されていたことや既に保存期間が経過していたことにあることの確認 

（３） 今回の調査の過程で保存期間満了前に賃金台帳等を破棄したことが判明した実習実施機関について

は既に労働基準監督署に通報済みであることの確認 

（４） 賃金台帳等があった一方で、暴力の疑いがあるとの指摘があり、これに対する客観的資料がなかっ

た実習実施機関は客観的資料が入手できなかったとする 734 の実習実施機関に含まれているか否かの

確認 

（５） 給料の振込の記録が確認できた実習実施機関の数 

（６） 給料の振込の記録が確認できた件数 

（７） 振込の記録又は給与受領証等により給料の支払状況が確認できた約 2,300 件のうち、最低賃金額以

上の支払いがなされていた件数 

（８） 本調査への協力を拒否した実習実施機関等に対する今後の対応方針 

（９） 倒産したあるいは所在不明となった実習実施機関が新たに会社を設立して特定技能あるいは技能実

習制度を利用しようとした場合にその情報を把握する仕組みの有無 

（10） 最低賃金額と同額の賃金を支払っていたと認められる実習実施機関の数 

（11） 実際に支払った金額ではなく最低賃金額に合わせて賃金台帳に記載した疑いがあるとの指摘に対す

る法務省の見解 

（12） 今回の調査において、最低賃金額と同額の場合を適正と分類したか否かの確認 

（13） 最低賃金違反の有無を実習生に確認したことの確認 

（14） 賃金台帳のみでなく失踪した技能実習生からも聴取して支払賃金の額を確認する必要性についての

法務省の見解 

（15） 本調査において、今回調査できたのは、技能実習生にも聴取できた 74 件だけだったというのが正確

であるとの意見に対する法務省の見解 

（16） 客観的な資料を入手できた 2,993 の実習実施機関のうち最低賃金額と同額の賃金を支払っていたと

認められる約 900 の実習実施機関は最低賃金額に合わせて賃金台帳に記載した疑いが拭えないため、

不正行為等があったと認められた 721 人以外の者に対しては正確な調査ができなかったとの認識を調

査結果として明らかにする必要性 

 

山井和則君（国民） 

 

（１） 性犯罪 



本ニュースは、審査概要として事務局において作成しているものです。詳細な内容については、会議録を御参照ください。 

4 

ア 大量に飲酒させた上での準強制性交等罪や準強制わいせつ罪が近年、不起訴となる可能性が高い

のではないかとの疑念に対する法務大臣の見解 

イ 強制性交等罪の暴行脅迫要件を撤廃又は緩和する改正の必要性についての法務大臣の見解 

（２） 失踪事案に関する調査 

ア 新たなものも含め、今後聴取票を開示する必要性 

イ 衆議院法務委員会において聴取票を閲覧に供したことにより生じた問題の有無 

（３） 病死及び自殺とされた技能実習生の労働時間の把握状況及びこれらのうち過労死と認定された数 

 

藤野保史君（共産） 

 

（１） 失踪事案に関する調査 

ア 国税庁の査察調査は抜き打ちで行われているか否かの確認 

  イ 労働基準監督署の調査は抜き打ちで行われているか否かの確認 

  ウ 本調査は抜き打ちで行われたか否かの確認 

  エ 本調査において軽微な書類不備が認められた件数 

  オ 賃金台帳に記載すべき項目 

  カ 給料の振込の記録や受領証などの賃金台帳以外の客観的資料で支給賃金額を確認した件数 

キ 技能実習生から事情聴取をした件数 

ク 所得税法における給与明細書の規定の内容 

ケ 給与明細書の交付義務についての厚生労働省の労働者への周知内容 

コ 本調査で給与明細書の提出を求めたか否かの確認 

サ 賃金台帳と給与明細書の写しの双方を確認すべきであったとの指摘に対する法務省の見解 

シ 客観的資料で十分に確認できていないにもかかわらず、賃金の支払いに不適正な点はなかったと

評価したと受けとられる表現をしているとの指摘に対する法務大臣政務官の見解 

  ス 現在も技能実習生が在籍する本調査への協力を拒否した実習実施機関に対する今後予定されてい

る実地検査は抜き打ちで行う必要性 

  セ 協力拒否や倒産・所在不明による本調査ができなかった実習実施機関に対応する監理団体につい

ても抜き打ちで実地調査をする必要性 

（２） 実習外の事故死 

  ア 実習先への出勤中又は実習先からの帰宅中の交通事故死それぞれの発生時間 

  イ 帰宅中の交通事故死について過重労働との関連を否定した根拠 

  ウ 過重労働との関連が確認できなかったにすぎないものを「過重労働の事実を確認することはでき

なかった」と表現した理由 

 

串田誠一君（維新） 

 

（１） 技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームが行った調査・検討の目的 

（２） 不正を明らかに証明できたものよりも「法に適合していることが証明できなかった」ものを中心と

して表記すべきであったとの指摘に対する法務省の見解 

（３） 不正を証明できなければよしとすると不正の証拠となる資料の廃棄を容認することになるとの意見

に対する法務省の見解 

（４） 最低賃金と同額の賃金を支払っていた実習実施機関の中で労働時間を明確に証明できた件数 

（５） 労働時間が証明できないにもかかわらず支給した賃金額が適正だったと判断した理由 

（６） 技能実習生が入国する前に説明された給料の金額と現実に支払われた金額とが異なる事例があるに

もかかわらず、入国前の給料の金額の説明が行われた経緯を調査しない理由 

（７） 入国前に説明された給料の金額と実際に支払われた金額の確認のための方策についての法務大臣の
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見解 

 

２ 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案（内閣提出第 30 号） 

・山下法務大臣から提案理由の説明を聴取しました。 

 


